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道
内
市
町
村
の
二
〇
一
六
年
度
普
通
会
計
決
算
は
、
歳

入
歳
出
と
も
四
年
連
続
で
増
額
、
基
金
残
高
の
総
額
は
六

九
八
一
億
円
と
九
年
連
続
で
増
加
し
た
。
経
済
財
政
諮
問

会
議
と
財
務
省
（
財
政
制
度
審
議
会
）
は
、
近
年
の
自
治

体
基
金
残
高
の
増
加
傾
向
は
、
基
金
を
積
み
立
て
る
余
裕

が
自
治
体
に
あ
る
と
捉
え
、
こ
れ
を
地
方
財
政
計
画
に
反

映
さ
せ
て
、
交
付
税
を
削
減
す
る
圧
力
を
か
け
て
い
る
。

一
八
年
度
は
こ
う
し
た
圧
力
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く

地
方
財
政
対
策
が
決
定
さ
れ
た
が
、
基
金
の
増
加
が
自
治

体
財
政
の
余
裕
を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
主

な
指
標
か
ら
道
内
市
町
村
財
政
を
み
て
み
よ
う
。

　

１　

基
金
の
六
割
以
上
が
使
途
を
特
定

　　
二
〇
一
六
年
度
の
基
金
残
高
（
積
立
金
残
高
）
六
九
八

一
億
円
（
前
年
度
比
六
四
億
円
増
）
の
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
残
高
比
率
は
四
二
・
三
％
と
な
り
、
最
大
だ
っ
た

一
九
九
三
年
の
四
三
・
六
％
よ
り
下
回
る
が
、
当
時
の
基

金
残
高
六
六
六
二
億
円
よ
り
上
回
っ
て
い
る
。

　
市
の
基
金
は
前
年
度
よ
り
約
一
九
億
円
微
減
し
た
が
、

標
準
財
政
規
模
も
縮
小
し
た
た
め
、
残
高
比
率
は
前
年
度

同
率
の
二
二
・
四
％
だ
っ
た
。
町
村
の
基
金
は
前
年
度
よ

り
約
八
三
億
円
微
増
し
、
残
高
比
率
は
八
三
・
四
％
と
わ

ず
か
に
上
昇
し
た
（
図
１
）。

　
残
高
比
率
が
一
〇
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
は
一
市
五
二

町
村（
前
年
度
一
市
五
〇
町
村
）、比
率
の
高
い
自
治
体
は
、

後
で
み
る
将
来
負
担
比
率
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
。
ま
た
、
比
率
が
高
い
の
は
標
準
財
政
規
模
の
小
さ
な

町
村
で
、
今
後
の
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策
を
は
じ
め
財
政

規
模
に
対
し
て
、
大
き
な
規
模
の
事
業
に
備
え
基
金
残
高

の
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

　
基
金
の
内
訳
は
、
予
期
し
な
い
収
入
減
や
緊
急
的
な
支

出
に
充
て
る
「
財
政
調
整
基
金
」
が
二
四
〇
八
億
円
（
構

成
比
三
四
・
五
％
）、
借
金
の
返
済
に
充
て
る
減
債
基
金

一
〇
〇
〇
億
円
（
同
一
四
・
三
％
）、
使
い
み
ち
が
決
ま
っ

て
い
る

｢

特
定
目
的
基
金
」
三
五
七
三
億
円
（
同
五
一
・

二
％
）。
減
債
基
金
と
特
定
目
的
基
金
を
合
算
す
る
と
、

基
金
の
六
割
強
は
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

（
図
２
、
表
１
）。

　
二
〇
一
七
年
、
総
務
省
は
全
自
治
体
の
積
立
金
状
況
等

の
調
査
を
行
い
、
道
は
二
〇
一
六
年
度
分
の
道
内
市
町
村

の
調
査
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
基
金
積
立
の
財

源
と
し
て
、
複
数
回
答
（
三
つ
選
択
）
の
う
ち
「
税
収
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
革
、
経
費
削
減
等
に
よ
り
捻
出
し

た
額
」
を
第
一
に
上
げ
た
の
が
六
一
％
と
最
大
、
経
費
の

削
減
努
力
で
積
み
立
て
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

減
債
と
特
定
目
的
で
基
金
残
高
の
六
割
以
上

二
〇
一
六
年
度
道
内
市
町
村
決
算
の
概
要

　
辻
　
道
　
雅
　
宣

図１　基金残高と現在高比率

図２　基金残高の種類　構成比％―2016年度

表１　市町村の基金残高（2016年度）
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た
。
さ
ら
に
財
調
基
金
の
積
立
の
理
由
は
「
公
共
施
設
等

の
老
朽
化
対
策
の
経
費
増
」
二
一
％
、｢

交
付
税
の
推
計

困
難
」
一
七
％
、「
人
口
減
少
に
よ
る
税
収
減
」
一
六
％
。

特
定
目
的
基
金
の
使
途
で
基
金
数
が
多
か
っ
た
の
は
「
庁

舎
以
外
の
公
共
施
設
整
備
」｢

農
林
水
産
業
振
興
」「
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
」
で
、残
高
で
は
「
庁
舎
外
公
共
施
設｣

「
ま

ち
づ
く
り
」
が
多
か
っ
た
。
ま
た
今
後
の
増
減
見
込
み
で

は
分
か
ら
な
い
と
回
答
し
た
の
が
多
い
も
の
の
、
財
調
で

は
四
一
％
、
特
定
目
的
で
は
二
六
％
が
残
高
は
減
少
す
る

と
見
込
ん
で
い
る
。
多
く
の
市
町
村
は
、
施
設
の
老
朽
化

対
策
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
将
来
の
備
え
と
し
て
基
金
を
積

ん
で
い
て
、
財
政
に
ゆ
と
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
な
お
、「
道
内
市
町
村
に
お
け
る
基
金
の
積
立
状
況
等

に
係
る
調
査
結
果
」
は
道
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1077853
）

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

２　

借
金
残
高
と
残
高
倍
率
は
微
増

　
借
金
の
地
方
債
残
高
は
三
兆
四
五
四
八
億
円
で
、
前
年

度
よ
り
四
五
〇
億
円
増
加
し
た
。
臨
時
財
政
対
策
債
の
発

行
は
減
少
し
た
が
、
災
害
が
多
か
っ
た
た
め
災
害
復
旧
事

業
債
の
増
加
に
加
え
、
過
疎
債
と
臨
財
債
の
現
在
高
が
そ

れ
ぞ
れ
三
〇
〇
億
円
以
上
増
え
た
た
め
、
全
体
の
借
金
残

高
は
増
加
し
た
。
一
方
、
交
付
税
と
地
方
剰
余
税
の
減
額

に
よ
り
、
指
標
計
算
の
分
母
と
な
る
標
準
財
政
規
模
が
減

少
し
た
た
め
、
地
方
債
の
残
高
倍
率
は
わ
ず
か
に
上
昇
し

て
二
・
〇
九
と
な
っ
た
。

　
借
金
返
済
の
多
さ
が
市
町
村
財
政
を
圧
迫
し
て
い
た
た

め
、
二
〇
〇
三
年
度
の
三
兆
九
四
〇
〇
億
円
（
残
高
倍
率

二
・
五
九
）
を
ピ
ー
ク
に
、
投
資
事
業
の
抑
制
に
よ
り
以

降
、
残
高
は
減
少
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
微

増
傾
向
に
あ
る
（
図
３
）。

　
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
、
自
治
体
の
財
源
不
足
を
補
塡
す

る
た
め
、
交
付
税
の
代
替
財
源
と
し
て
、
当
面
三
年
間
の

措
置
と
さ
れ
た
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
が
二
〇
一
八
年

度
ま
で
一
三
年
つ
づ
い
て
る
。
臨
財
債
の
返
済
は
、
後
年

度
の
交
付
税
で
措
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
将
来
の
交
付
税
を
先
食
い
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

近
年
、
臨
財
債
の
発
行
は
抑
制
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、

地
方
債
の
目
的
別
残
高
で
臨
財
債
が
最
も
多
く
な
り
、
将

来
の
財
政
運
営
が
懸
念
さ
れ
る
。
財
源
不
足
は
交
付
税
率

の
引
き
上
げ
に
よ
る
交
付
税
の
増
額
か
、
国
か
ら
地
方
へ

の
税
源
移
譲
で
補
塡
す
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

　
市
、
町
村
と
も
地
方
債
の
目
的
別
残
高
（
二
〇
一
五
年

度
）
で
は
臨
財
債
が
最
も
多
く
、
市
は
全
残
高
の
う
ち
三

五
・
三
％
、
町
村
は
三
四
・
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
次
い

で
市
で
多
い
の
は
一
般
単
独
事
業
債
の
二
六
・
三
％
、、

町
村
は
過
疎
債
が
二
三
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
借
金
残
高
倍
率
が
二
・
〇
倍
（
二
〇
〇
％
）
を
超
え
る

と
借
金
返
済
で
財
政
運
営
は
窮
屈
に
な
り
、三
・
〇
倍
（
三

〇
〇
％
）
を
超
え
る
と
返
済
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、
将

来
の
財
政
運
営
は
厳
し
い
と
い
え
る
。

　
二
〇
一
六
年
度
二
・
〇
倍
以
上
は
七
〇
市
町
村
で
、
一

五
年
度
の
四
九
市
町
村
よ
り
増
え
た
。
残
高
が
微
増
し
、

標
準
財
政
規
模
が
縮
小
し
た
の
が
影
響
し
た
。
う
ち
三
・

〇
倍
を
超
え
て
い
る
の
は
、
前
年
と
同
じ
く
、
夕
張
市
、

後
志
管
内
寿
都
町
、
上
川
管
内
東
川
町
の
三
自
治
体
。
夕

張
市
は
再
生
振
替
債
の
残
高
が
多
く
、
一
六
年
度
は
七
・

六
一
倍
（
一
五
年
度
七
・
七
二
倍
）、
東
川
町
同
三
・
一

六
倍
（
同
三
・
一
二
倍
）、
寿
都
町
同
三
・
二
七
倍
（
同
三
・

三
六
倍
）
で
、
い
ず
れ
も
前
年
度
よ
り
低
下
し
た
。

　

３　

経
常
収
支
比
率
は
上
昇

　
自
治
体
財
政
の
弾
力
性
を
み
る
経
常
収
支
比
率
は
、
全

道
平
均
値
、
市
と
町
村
の
各
平
均
値
、
そ
し
て
全
国
市
町

村
平
均
値
も
上
昇
し
た
。
計
算
の
分
母
と
な
る
経
常
一
般

財
源
の
交
付
税
と
地
方
消
費
税
交
付
金
が
減
少
し
、
義
務

的
経
費
の
人
件
費
と
借
金
返
済
の
公
債
費
の
支
出
は
減
少

し
た
が
、
扶
助
費
が
増
加
し
た
た
め
、
比
率
は
前
年
度
よ

り
上
昇
し
た
（
図
４
）。

図３　地方債残高と残高倍率
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全
道
平
均
値
が
九
〇
％
を
超
え
た
の
は
二
〇
〇
九
年
度

以
来
。
九
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
は
、
二
五
市
（
一
五
年

度
二
〇
市
）、
二
一
町
村
（
同
一
一
町
村
）
と
そ
れ
ぞ
れ

増
加
し
た
。
夕
張
市
の
比
率
が
一
二
〇
％
と
高
い
の
は
、

〇
九
年
に
発
行
し
た
再
生
振
替
債
三
〇
〇
億
円
の
元
利
償

還
を
行
っ
て
い
る
た
め
で
、
経
常
収
支
比
率
の
公
債
費
分

は
七
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
対
し
、
人
件
費
分
は
一
八
％

と
低
率
に
な
っ
て
い
る
。

　
義
務
的
、
経
常
的
な
経
費
は
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公

債
費
の
ほ
か
、
物
件
費
、
維
持
補
修
費
、
補
助
費
、
繰
出

金
が
あ
り
、
経
常
収
支
比
率
の
計
算
に
反
映
さ
れ
る
。
民

間
委
託
が
す
す
む
と
物
件
費
の
委
託
料
が
増
え
、
一
部
事

務
組
合
の
負
担
金
は
補
助
費
等
に
現
れ
、
最
近
で
は
上
下

水
道
や
病
院
な
ど
の
他
会
計
へ
の
繰
出
金
が
比
重
を
高
め

て
き
て
い
る
。
今
後
は
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
に
と
も
な

い
、
維
持
補
修
費
が
増
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

４　

健
全
化
判
断
比
率

　
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
た
自
治
体
財
政
健
全
化

法
（
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
）

で
は
、
以
下
の
四
指
標
の
う
ち
一
つ
で
も
基
準
を
超
え
る

と
早
期
健
全
化
自
治
体
か
財
政
再
生
自
治
体
に
な
り
、
財

政
の
健
全
化
と
再
生
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
再
生
自
治
体

の
夕
張
市
を
除
き
、健
全
化
基
準
を
超
え
る
市
町
村
な
い
。

各
指
標
の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。

　

①
実
質
赤
字
と
連
結
実
質
赤
字
は
な
い

　
二
〇
〇
九
年
度
決
算
か
ら
実
質
赤
字
の
発
生
し
て
い
る

自
治
体
は
な
く
、
一
五
年
度
か
ら
は
連
結
実
質
赤
字
比
率

が
発
生
し
て
い
る
自
治
体
も
な
く
な
っ
た
。

　
実
質
赤
字
比
率
は
、
一
般
会
計
等
の
赤
字
の
標
準
財
政
規

模
に
対
す
る
比
率
で
、
一
定
の
基
準
を
超
え
る
と
健
全
化
自

治
体
に
な
り
、
赤
字
比
率
が
二
〇
％
を
超
え
る
と
再
生
自
治

体
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
比
率
は
、
赤
字
の
程
度
を
み
る
指
標

な
の
で
、
黒
字
だ
と
「
赤
字
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
」
あ
る

い
は
「
該
当
な
し
」
と
し
て
公
表
さ
れ
、
決
算
カ
ー
ド
で
も

「
－
」
で
表
記
さ
れ
る
。
後
掲
の
表
で
は
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
黒
字
の
比
率
を
正
の
値
で
記
載
し
て
い
る
。

　
実
質
赤
字
比
率
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
質
収
支
比
率
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
り
、
経
験
的
に
三
％
～
五
％
程
度
の
実
質
収

支
の
黒
字
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。

　
連
結
赤
字
比
率
は
健
全
化
法
に
基
づ
く
新
し
い
指
標

で
、
普
通
会
計
に
加
え
、
特
別
会
計
、
病
院
や
上
下
水
道

と
い
っ
た
公
営
企
業
な
ど
、
ま
ち
の
す
べ
て
の
会
計
収
支

を
合
算
し
た
赤
字
を
み
る
指
標
。

　
こ
の
比
率
も
黒
字
だ
と
「
発
生
し
て
い
な
い
」「
－
」
な

ど
と
表
記
さ
れ
る
。
後
掲
の
表
で
は
黒
字
の
比
率
を
正
の
値

で
表
記
し
て
あ
る
。
連
結
赤
字
を
み
る
指
標
な
の
で
、
ど
の

程
度
の
黒
字
の
水
準
が
望
ま
し
い
か
は
示
さ
れ
て
な
い
。

　
道
内
市
町
村
で
連
結
赤
字
が
発
生
し
て
い
た
の
は
、
病

院
事
業
会
計
の
資
金
不
足
に
よ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
が

収
支
全
体
で
は
赤
字
を
解
消
し
た
。
た
だ
し
、
あ
る
会
計

が
赤
字
で
あ
っ
て
も
、
ト
ー
タ
ル
の
収
支
が
黒
字
で
あ
れ

ば
、
連
結
赤
字
は
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
注
意
が

必
要
。
赤
字
ま
た
は
資
金
不
足
の
発
生
し
て
い
る
会
計
は

健
全
化
の
取
り
組
み
が
必
要
に
な
る
。

　

②
実
質
公
債
費
比
率
八
％
を
下
回
る

　
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
地
方
債
発
行
は
許
可
制
か
ら
、
協
議

制
に
移
行
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
実
質
公
債
費
比
率
で
起
債

の
制
限
を
行
い
、
健
全
化
判
断
比
率
と
し
て
も
用
い
る
。
一

般
会
計
が
負
担
し
て
い
る
他
会
計
の
借
金
返
済
も
含
め
た
比

率
で
、
三
カ
年
の
平
均
値
で
返
済
の
重
さ
を
み
る
。

　
一
般
単
独
事
業
債
の
発
行
が
制
限
さ
れ
る
二
五
％
以
上

が
健
全
化
基
準
に
、
公
共
事
業
債
が
制
限
さ
れ
る
三
五
％

以
上
が
財
政
再
生
基
準
に
な
っ
た
。一
八
％
を
超
え
る
と
、

公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
の
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
市

町
村
の
地
方
債
発
行
は
道
の
同
意
が
必
要
に
な
る
。

　
二
〇
〇
八
年
度
決
算
で
夕
張
を
除
き
七
市
町
が
二
五
％

を
超
え
健
全
化
自
治
体
と
な
っ
た
が
、
一
一
年
度
に
全
自

治
体
が
健
全
化
計
画
を
完
了
し
た
。
比
率
が
一
八
％
以
上

の
自
治
体
は
一
貫
し
て
減
少
し
、
一
六
年
度
は
一
八
％
未

図４　経常収支比率の推移
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満
が
一
七
八
市
町
村
と
な
っ
た
。
投
資
事
業
の
抑
制
に
よ

り
、
全
道
平
均
値
、
全
国
平
均
値
と
も
一
貫
し
て
低
下
傾

向
に
あ
り
、
全
道
の
平
均
値
は
一
六
年
度
七
・
七
％
、
全

国
は
同
六
・
九
％
ま
で
低
下
し
た
（
図
５
）。

　
財
政
再
生
自
治
体
の
夕
張
市
は
、
再
生
振
替
債
の
元
利

償
還
が
あ
る
た
め
比
率
は
七
六
・
八
％
と
再
生
基
準
三

五
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
再
生
振
替
債
の
返
済
が

完
了
し
、
実
質
公
債
費
比
率
が
再
生
基
準
を
下
回
る
二
〇

二
九
年
が
再
生
計
画
の
終
了
年
と
な
る
。

　
一
方
、
新
十
津
川
町
は
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い

る
。
比
率
の
計
算
式
は
、
分
子
に
置
く
「
一
般
会
計
の
元

利
償
還
金
と
準
元
利
償
還
金
」
の
合
計
か
ら
、
償
還
に
充

て
た
「
特
定
財
源
と
元
利
償
還
金
・
準
元
利
償
還
金
に
係

る
基
準
財
政
需
要
額
算
入
額
」
を
差
し
引
く
と
マ
イ
ナ
ス

に
な
り
、
分
母
に
標
準
財
政
規
模
（
需
要
額
算
入
分
を
除

く
）
を
置
い
て
計
算
す
る
と
比
率
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。

つ
ま
り
、
繰
上
償
還
な
ど
に
よ
り
地
方
債
の
償
還
は
終

わ
っ
て
い
る
が
、
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
算
入
分
が

あ
り
、
そ
の
分
は
比
率
の
計
算
か
ら
控
除
さ
れ
る
た
め
、

比
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
り
、小
さ
く
な
っ
た
り
す
る
。

　
比
率
が
小
さ
い
、
マ
イ
ナ
ス
だ
か
ら
問
題
は
な
い
と
せ

ず
に
、
高
比
率
の
場
合
と
同
様
に
、
経
年
変
化
や
事
業
選

択
、
政
策
選
択
の
分
析
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

③
将
来
負
担
比
率
「
発
生
し
な
い
」
町
村
が
半
数

　
将
来
負
担
比
率
は
、
将
来
負
担
す
べ
き
ま
ち
全
体
の
借

金
の
重
さ
を
み
る
指
標
。
特
別
会
計
、
公
営
企
業
会
計
、

一
部
事
務
組
合
、
広
域
連
合
、
地
方
公
社
、
第
三
セ
ク
タ
ー

も
含
め
、
一
般
会
計
が
負
担
す
べ
き
実
質
的
な
負
債
の
標

準
財
政
規
模
に
対
す
る
比
率
。
全
職
員
の
退
職
金
見
込
み

額
も
含
む
。

　
早
期
健
全
化
基
準
は
市
町
村
三
五
〇
％
以
上
、
政
令
指

定
都
市
と
都
道
府
県
は
四
〇
〇
％
以
上
。
比
率
は
一
貫
し

て
低
下
し
、
と
く
に
町
村
の
低
下
が
顕
著
で
、
二
〇
一
六

年
度
は
六
・
七
％
ま
で
下
が
っ
た
（
図
６
）。
町
村
は
将

来
負
担
比
率
「
発
生
し
て
い
な
い
」
の
が
七
一
と
町
村
の

ほ
ぼ
半
数
を
占
め
、
全
体
の
比
率
を
下
げ
て
い
る
。
一
〇

〇
％
以
上
の
自
治
体
も
減
少
傾
向
に
あ
る
（
表
１
）。

　
比
率
が
発
生
し
な
い
の
は
、
将
来
の
負
担
が
な
い
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
返
済
に
充
当
可
能
な
基
金
、
地
方
債
償
還
費

の
基
準
財
政
需
要
額
算
入
見
込
み
額
な
ど
が
、
将
来
の
負
担

額
よ
り
多
く
な
る
た
め
、計
算
上
比
率
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、

将
来
負
担
比
率
は
「
発
生
し
な
い
」
と
な
る
。
こ
の
た
め
、

広
報
や
決
算
カ
ー
ド
で
は「
発
生
し
な
い
」「
－
」と
記
さ
れ
る
。

　
後
掲
の
表
で
は
、
比
率
が
発
生
し
て
い
な
い
自
治
体
は

マ
イ
ナ
ス
で
表
記
し
て
あ
る
。
基
金
が
多
い
と
比
率
は
マ

イ
ナ
ス
か
低
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
ほ
と
ん
ど
の
市
町

村
は
基
金
の
半
分
以
上
は
使
い
道
が
決
ま
っ
て
い
る
の

で
、
基
金
の
全
て
を
返
済
に
充
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
二
〇
〇
八
年
度
の
健
全
化
法
施
行
以
降
、
各
自
治
体
は

健
全
化
指
標
の
改
善
に
取
り
組
み
、
指
標
の
上
で
は
全
体

的
に
健
全
な
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
指
標

の
改
善
そ
の
も
の
が
目
的
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
健
全
な

財
政
運
営
を
行
う
こ
と
は
当
然
だ
が
、
最
適
な
費
用
で
最

大
の
住
民
福
祉
を
実
現
す
る
の
が
自
治
体
の
役
割
で
あ
る
。

＜

つ
じ
み
ち
　
ま
さ
の
ぶ
・
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
研
究
員＞

図５　実質公債費比率の段階別推移

図６　将来負担比率平均値の推移

表２　将来負担比率の段階別状況


